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議案第９３号 

 

   宇土市部設置条例の一部を改正する条例について 

 

 宇土市部設置条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和４年１１月３０日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

   宇土市部設置条例の一部を改正する条例 

 宇土市部設置条例（昭和５３年条例第９号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第２号を次のように改める。 

 (2) 企画財政部 

 第３条第１号中オを削り，エをオとし，ウをエとし，イをウとし，アの次に次のように

加える。 

  イ 広報及び公聴に関すること。 

 第３条第１号カを次のように改める。 

  カ 男女共同参画に関すること。 

 第３条第１号中キを削り，クをキとし，ケをクとし，コをケとする。 

 第３条第２号中「企画部」を「企画財政部」に改め，同号中ウを削り，エをウとし，オ

及びカを削り，キをエとし，クをオとし，ケをカとし，コをキとし，キの次に次のように

加える。 

  ク 財政に関すること。 

  ケ 財産及び契約に関すること。 

  コ 工事検査に関すること。 

 第３条第５号中エをオとし，ウの次に次のように加える。 

  エ 企業等の誘致に関すること。 

   附 則  

 （施行期日） 

１ この条例は，令和５年４月１日から施行する。 

 （宇土市議会委員会条例の一部改正) 

２ 宇土市議会委員会条例（昭和３３年条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２項第１号イ中「企画部」を「企画財政部」に改める。 

 （宇土市入札監視委員会設置条例の一部改正) 

３ 宇土市入札監視委員会設置条例（平成１７年条例第１５号）の一部を次のように改正

する。 

  第１２条中「総務部財政課」を「企画財政部財政課」に改める。 

 （宇土市行財政改革審議会設置条例等の一部改正) 

４ 次に掲げる条例の規定中「企画部企画課」を「企画財政部企画課」に改める。 

 (1) 宇土市行財政改革審議会設置条例（平成１２年条例第４号）第８条 
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 (2) 宇土市総合計画策定審議会設置条例（平成１２年条例第５号）第７条 

 (3) 宇土市地域公共交通会議設置条例（平成２０年条例第５号）第１０条 

 (4) 宇土市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会設置条例（平成２７年条例第２２号）

第７条 

 

 

提案理由 

 市組織の見直しに伴い，条例を改正する。 

 これが，この議案を提出する理由である。 
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議案第９４号 

 

   宇土市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例について 

 

宇土市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和４年１１月３０日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

   宇土市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例 

 宇土市職員の定年等に関する条例（昭和５９年条例第１０号）の一部を次のように改正

する。 

 題名の次に次の目次及び章名を付する。 

目次 

第１章 総則（第１条） 

第２章 定年制度（第２条―第５条） 

第３章 管理監督職勤務上限年齢制（第６条―第１１条） 

第４章 定年前再任用短時間勤務制（第１２条・第１３条） 

第５章 雑則（第１４条） 

附則 

   第１章 総則 

 第１条中「昭和２５年法律第２６１号」の次に「。以下「法」という。」を加え，「第

２８条の２第１項から第３項まで及び第２８条の３」を「第２２条の４第１項及び第２項，

第２２条の５第１項，第２８条の２，第２８条の５，第２８条の６第１項から第３項まで

並びに第２８条の７」に改め，同条の次に次の章名を付する。 

   第２章 定年制度 

 第３条中「６０年」を「６５年」に改める。 

 第４条第１項各号列記以外の部分中「次の各号のいずれかに該当する」を「次に掲げる

事由がある」に改め，「ときは」の次に「，同条の規定にかかわらず」を加え，「その職

員」を「当該職員」に，「当該職務」を「当該定年退職日において従事している職務」に，

「引き続いて」を「，引き続き」に改め，同項に次のただし書を加える。 

  ただし，第９条第１項から第４項までの規定により異動期間（同条第１項に規定する

異動期間をいう。以下この項及び次項において同じ。）（同条第１項又は第２項の規定

により延長された異動期間を含む。）を延長した職員であって，定年退職日において管

理監督職（第６条に規定する職をいう。以下この条及び次章において同じ。）を占めて

いる職員については，第９条第１項又は第２項の規定により当該異動期間を延長した場

合であって，引き続き勤務させることについて市長の承認を得たときに限るものとし，

当該期限は，当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算し

て３年を超えることができない。 

 第４条第１項第１号中「その職員」を「当該職員」に改め，「退職により」の次に「生
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ずる欠員を容易に補充することができず」を加え，「とき」を「こと」に改め，同項第２

号中「その職員」を「当該職員」に，「できないとき」を「できず公務の運営に著しい支

障が生ずること」に改め，同項第３号中「その業務」を「当該業務」に，「その職員」を

「当該職員」に，「とき」を「こと」に改め，同条第２項中「前項の事由」を「前項各号

に掲げる事由」に，「存する」を「ある」に改め，「得て，」の次に「これらの期限の翌

日から起算して」を加え，同項ただし書中「その期限」を「当該期限」に，「その職員」

を「当該職員」に改め，「定年退職日」の次に「（同項ただし書に規定する職員にあって

は，当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日）」を加え，同条第３項中「引

き続いて」を「引き続き」に改め，同条第４項中「任命権者は」の次に「，第１項の規定

により引き続き勤務することとされた職員及び第２項の規定により期限が延長された職員

について」を加え，「第１項の事由が存しなくなった」を「第１項各号に掲げる事由がな

くなった」に，「その期限を繰り上げて退職させることができる」を「当該期限を繰り上

げるものとする」に改める。 

 本則に次の３章を加える。 

第３章 管理監督職勤務上限年齢制 

（管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職） 

第６条 法第２８条の２第１項に規定する条例で定める職は，次に掲げる職とする。 

(1) 宇土市一般職の職員の給与に関する条例（平成１２年条例第４４号）第８条第１項

に規定する職員が占める職 

(2) 宇土市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４３年条例第１１号）第

４条に規定する職員が占める職 

 （管理監督職勤務上限年齢） 

第７条 法第２８条の２第１項に規定する管理監督職勤務上限年齢は，年齢６０年とする。 

（他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準） 

第８条 任命権者は，法第２８条の２第４項に規定する他の職への降任等（以下この章に

おいて「他の職への降任等」という。）を行うに当たっては，法第１３条，第１５条，

第２３条の３，第２７条第１項及び第５６条に定めるもののほか，次に掲げる基準を遵

守しなければならない。 

(1) 当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等に基づき，降任又は転任

（降給を伴う転任に限る。）（以下この条及び第１０条において「降任等」という。）

をしようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る法第１５条の２第１項

第５号に規定する標準職務遂行能力（次条第３項において「標準職務遂行能力」とい

う。）及び当該降任等をしようとする職についての適性を有すると認められる職に，

降任等をすること。 

(2) 人事の計画その他の事情を考慮した上で，管理監督職以外の職又は管理監督職勤務

上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職のうちできる限り上位の職制上の段

階に属する職に，降任等をすること。 

(3) 当該職員の他の職への降任等をする際に，当該職員が占めていた管理監督職が属す

る職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督職を占める職員（以下この

号において「上位職職員」という。）の他の職への降任等もする場合には，第１号に
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掲げる基準に従った上での状況その他の事情を考慮してやむを得ないと認められる

場合を除き，上位職職員の降任等をした職が属する職制上の段階と同じ職制上の段階

又は当該職制上の段階より下位の職制上の段階に属する職に，降任等をすること。 

（管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例） 

第９条 任命権者は，他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員について，次に

掲げる事由があると認めるときは，当該職員が占める管理監督職に係る異動期間（当該

管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最

初の４月１日までの間をいう。以下この章において同じ。）の末日の翌日から起算して

１年を超えない期間内（当該期間内に定年退職日がある職員にあっては，当該異動期間

の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第３項において同じ。）で当該異動期間を

延長し，引き続き当該管理監督職を占める職員に，当該管理監督職を占めたまま勤務を

させることができる。 

(1) 当該職務が高度の知識，技能又は経験を必要とするものであるため，当該職員の他

の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著し

い支障が生ずること。 

(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため，当該職員の他の職

への降任等による欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生

ずること。 

(3) 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事情が

あるため，当該職員の他の職への降任等により公務の運営に著しい支障が生ずること。 

２ 任命権者は，前項又はこの項の規定により異動期間（これらの規定により延長された

期間を含む。）が延長された管理監督職を占める職員について，前項各号に掲げる事由

が引き続きあると認めるときは，市長の承認を得て，延長された当該異動期間の末日の

翌日から起算して１年を超えない期間内（当該期間内に定年退職日がある職員にあって

は，延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第４項におい

て同じ。）で延長された当該異動期間を更に延長することができる。ただし，更に延長

される当該異動期間の末日は，当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌

日から起算して３年を超えることができない。 

３ 任命権者は，第１項の規定により異動期間を延長することができる場合を除き，他の

職への降任等をすべき特定管理監督職群（職務の内容が相互に類似する複数の管理監督

職であって，これらの欠員を容易に補充することができない年齢別構成その他の特別の

事情がある管理監督職として規則で定める管理監督職をいう。以下この項において同

じ。）に属する管理監督職を占める職員について，当該特定管理監督職群に属する管理

監督職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該管理監督

職についての適性を有すると認められる職員（当該管理監督職に係る管理監督職勤務上

限年齢に達した職員を除く。）の数が当該管理監督職の数に満たない等の事情があるた

め，当該職員の他の職への降任等により当該管理監督職に生ずる欠員を容易に補充する

ことができず業務の遂行に重大な障害が生ずると認めるときは，当該職員が占める管理

監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して１年を超えない期間内で当該異動期

間を延長し，引き続き当該管理監督職を占めている職員に当該管理監督職を占めたまま
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勤務をさせ，又は当該職員を当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督

職に降任し，若しくは転任することができる。 

４ 任命権者は，第１項若しくは第２項の規定により異動期間（これらの規定により延長

された期間を含む。）が延長された管理監督職を占める職員について前項に規定する事

由があると認めるとき（第２項の規定により延長された当該異動期間を更に延長するこ

とができるときを除く。），又は前項若しくはこの項の規定により異動期間（前３項又

はこの項の規定により延長された期間を含む。）が延長された管理監督職を占める職員

について前項に規定する事由が引き続きあると認めるときは，市長の承認を得て，延長

された当該異動期間の末日の翌日から起算して１年を超えない期間内で延長された当

該異動期間を更に延長することができる。 

（異動期間の延長等に係る職員の同意） 

第１０条 任命権者は，前条各項の規定により異動期間を延長する場合及び同条第３項の

規定により他の管理監督職に降任等をする場合には，あらかじめ職員の同意を得なけれ

ばならない。 

（異動期間の延長事由が消滅した場合の措置） 

第１１条 任命権者は，第９条の規定により異動期間を延長した場合において，当該異動

期間の末日の到来前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは，他の職への降任等

をするものとする。 

第４章 定年前再任用短時間勤務制 

（定年前再任用短時間勤務職員の任用） 

第１２条 任命権者は，年齢６０年に達した日以後に退職（臨時的に任用される職員その

他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。）

をした者（以下この条及び次条において「年齢６０年以上退職者」という。）を，従前

の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により，短時間勤務の職（当該職を

占める職員の１週間当たりの通常の勤務時間が，常時勤務を要する職でその職務が当該

短時間勤務の職と同種の職を占める職員の１週間当たりの通常の勤務時間に比し短い

時間である職をいう。以下この条及び次条において同じ。）に採用することができる。

ただし，年齢６０年以上退職者がその者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年

退職日相当日（短時間勤務の職を占める職員が，常時勤務を要する職でその職務が当該

短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における定年退職日をいう。）

を経過した者であるときは，この限りでない。 

第１３条 任命権者は，前条本文の規定によるほか，組合（市が加入する地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２８４条第１項に規定する一部事務組合及び広域連合をい

う。）の年齢６０年以上退職者を，従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく

選考により，短時間勤務の職に採用することができる。 

２ 前項の場合においては，前条ただし書の規定を準用する。 

第５章 雑則 

 （委任） 

第１４条 この条例の実施に関し必要な事項は，規則で定める。 

 附則に次の２項を加える。 
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（定年に関する経過措置） 

３ 令和５年４月１日から令和１３年３月３１日までの間における第３条の規定の適用に

ついては，次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ，同条中「６５年」とあるのは，そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

令和５年４月１日から令和７年３月３１日まで ６１年 

令和７年４月１日から令和９年３月３１日まで ６２年 

令和９年４月１日から令和１１年３月３１日まで ６３年 

令和１１年４月１日から令和１３年３月３１日まで ６４年 

（情報の提供及び勤務の意思の確認） 

４ 任命権者は，当分の間，職員（臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定

めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下この項において同じ。）が年齢６０年

に達する日の属する年度の前年度（以下この項において「情報の提供及び勤務の意思の

確認を行うべき年度」という。）（情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度に

職員でなかった者で，当該情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日後に

採用された職員（異動等により情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日

を経過することとなった職員（以下この項において「末日経過職員」という。）を除く。）

にあっては，当該職員が採用された日から同日の属する年度の末日までの期間，末日経

過職員にあっては，当該職員の異動等の日が属する年度（当該日が年度の初日である場

合は，当該年度の前年度））において，当該職員に対し，当該職員が年齢６０年に達す

る日以後に適用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供す

るものとするとともに，同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるもの

とする。 

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は，令和５年４月１日から施行する。ただし，附則第１１条の規定は，

公布の日から施行する。 

（勤務延長に関する経過措置） 

第２条 任命権者は，この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前にこの条例によ

る改正前の宇土市職員の定年等に関する条例（以下「旧条例」という。）第４条第１項

又は第２項の規定により勤務することとされ，かつ，旧条例勤務延長期限（同条第１項

の期限又は同条第２項の規定により延長された期限をいう。以下この項において同じ。）

が施行日以後に到来する職員（以下この項において「旧条例勤務延長職員」という。）

について，旧条例勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合

において，この条例による改正後の宇土市職員の定年等に関する条例（以下「新条例」

という。）第４条第１項各号に掲げる事由があると認めるときは，市長の承認を得て，

これらの期限の翌日から起算して１年を超えない範囲内で期限を延長することができ

る。ただし，当該期限は，当該旧条例勤務延長職員に係る旧条例第２条に規定する定年

退職日の翌日から起算して３年を超えることができない。 

２ 任命権者は，基準日（施行日，令和７年４月１日，令和９年４月１日，令和１１年４
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月１日及び令和１３年４月１日をいう。以下この項において同じ。）から基準日の翌年

の３月３１日までの間，基準日における新条例定年（新条例第３条に規定する定年をい

う。以下同じ。）が基準日の前日における新条例定年（基準日が施行日である場合には，

施行日の前日における旧条例第３条に規定する定年）を超える職（基準日における新条

例定年が新条例第３条に規定する定年である職に限る。）及びこれに相当する基準日以

後に設置された職その他の規則で定める職に，基準日から基準日の翌年の３月３１日ま

での間に新条例第４条第１項若しくは第２項の規定，地方公務員法の一部を改正する法

律（令和３年法律第６３号。以下「令和３年改正法」という。）附則第３条第５項又は

前項の規定により勤務している職員のうち，基準日の前日において同日における当該職

に係る新条例定年（基準日が施行日である場合には，施行日の前日における旧条例第３

条に規定する定年）に達している職員（当該規則で定める職にあっては，規則で定める

職員）を，昇任し，降任し，又は転任することができない。 

３ 新条例第４条第３項から第５項までの規定は，第１項の規定による勤務について準用

する。 

（定年退職者等の再任用に関する経過措置） 

第３条 任命権者は，次に掲げる者のうち，年齢６５年に達する日以後における最初の３

月３１日（以下この条から附則第６条までにおいて「特定年齢到達年度の末日」という。）

までの間にある者であって，当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条

例定年（旧条例第３条に規定する定年をいう。以下同じ。）（施行日以後に新たに設置

された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては，当該職

が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例定年に準じた当該職

に係る年齢。次条第１項において同じ。）に達している者を，従前の勤務実績その他の

規則で定める情報に基づく選考により，１年を超えない範囲内で任期を定め，当該常時

勤務を要する職に採用することができる。 

(1) 施行日前に旧条例第２条の規定により退職した者 

(2) 旧条例第４条第１項若しくは第２項，令和３年改正法附則第３条第５項又は前条第

１項の規定により勤務した後退職した者 

(3) ２５年以上勤続して施行日前に退職した者（前２号に掲げる者を除く。）であって，

当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間にある者 

(4) ２５年以上勤続して施行日前に退職した者（前３号に掲げる者を除く。）であって，

当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間に，旧地方公務員法再任

用（令和３年改正法による改正前の地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２

８条の４第１項，第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規定

により採用することをいう。）又は暫定再任用（この項若しくは次項，次条第１項若

しくは第２項，附則第５条第１項若しくは第２項又は附則第６条第１項若しくは第２

項の規定により採用することをいう。次項第６号において同じ。）をされたことがあ

る者 

２ 令和１４年３月３１日までの間，任命権者は，次に掲げる者のうち，特定年齢到達年

度の末日までの間にある者であって，当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に

係る新条例定年に達している者を，従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく
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選考により，１年を超えない範囲内で任期を定め，当該常時勤務を要する職に採用する

ことができる。 

(1) 施行日以後に新条例第２条の規定により退職した者 

(2) 施行日以後に新条例第４条第１項又は第２項の規定により勤務した後退職した者 

(3) 施行日以後に新条例第１２条の規定により採用された者のうち，令和３年改正法に

よる改正後の地方公務員法（以下「新地方公務員法」という。）第２２条の４第３項

に規定する任期が満了したことにより退職した者 

(4) 施行日以後に新条例第１３条第１項の規定により採用された者のうち，新地方公務

員法第２２条の５第３項において準用する新地方公務員法第２２条の４第３項に規

定する任期が満了したことにより退職した者 

(5) ２５年以上勤続して施行日以後に退職した者（前各号に掲げる者を除く。）であっ

て，当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間にある者 

(6) ２５年以上勤続して施行日以後に退職した者（前各号に掲げる者を除く。）であっ

て，当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間に，暫定再任用をさ

れたことがある者 

３ 前２項の任期又はこの項の規定により更新された任期は，１年を超えない範囲内で更

新することができる。ただし，当該任期の末日は，前２項の規定により採用する者又は

この項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければなら

ない。 

４ 暫定再任用職員（第１項若しくは第２項，次条第１項若しくは第２項，附則第５条第

１項若しくは第２項又は附則第６条第１項若しくは第２項の規定により採用された職

員をいう。以下この項及び次項において同じ。）の前項の規定による任期の更新は，当

該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が，当該暫定再任用職員の能

力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合

に行うことができる。 

５ 任命権者は，暫定再任用職員の任期を更新する場合には，あらかじめ当該暫定再任用

職員の同意を得なければならない。 

第４条 任命権者は，前条第１項の規定によるほか，組合（市が加入する地方自治法第２

８４条第１項に規定する一部事務組合及び広域連合をいう。次項及び附則第６条におい

て同じ。）における前条第１項各号に掲げる者のうち，特定年齢到達年度の末日までの

間にある者であって，当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年

に達している者を，従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により，１

年を超えない範囲内で任期を定め，当該常時勤務を要する職に採用することができる。 

２ 令和１４年３月３１日までの間，任命権者は，前条第２項の規定によるほか，組合に

おける同項各号に掲げる者のうち，特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって，

当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年に達している者を，従

前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により，１年を超えない範囲内で

任期を定め，当該常時勤務を要する職に採用することができる。 

３ 前２項の場合においては，前条第３項から第５項までの規定を準用する。 

第５条 任命権者は，新地方公務員法第２２条の４第４項の規定にかかわらず，附則第３
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条第１項各号に掲げる者のうち，特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって，

当該者を採用しようとする短時間勤務の職（新条例第１２条に規定する短時間勤務の職

をいう。以下同じ。）に係る旧条例定年相当年齢（短時間勤務の職を占める職員が，常

時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとし

た場合における旧条例定年（施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日

以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては，当該職が施行

日の前日に設置されていたものとした場合において，当該職を占める職員が，常時勤務

を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条

例定年に準じた当該職に係る年齢）をいう。次条第１項において同じ。）に達している

者を，従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により，１年を超えない

範囲内で任期を定め，当該短時間勤務の職に採用することができる。 

２ 令和１４年３月３１日までの間，任命権者は，新地方公務員法第２２条の４第４項の

規定にかかわらず，附則第３条第２項各号に掲げる者のうち，特定年齢到達年度の末日

までの間にある者であって，当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定

年相当年齢（短時間勤務の職を占める職員が，常時勤務を要する職でその職務が当該短

時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定年をいう。次条

第２項及び附則第１０条において同じ。）に達している者（新条例第１２条の規定によ

り当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。）を，従前の勤務実績その他

の規則で定める情報に基づく選考により，１年を超えない範囲内で任期を定め，当該短

時間勤務の職に採用することができる。 

３ 前２項の場合においては，附則第３条第３項から第５項までの規定を準用する。 

第６条 任命権者は，前条第１項の規定によるほか，新地方公務員法第２２条の５第３項

において準用する新地方公務員法第２２条の４第４項の規定にかかわらず，組合におけ

る附則第３条第１項各号に掲げる者のうち，特定年齢到達年度の末日までの間にある者

であって，当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る旧条例定年相当年齢に達し

ている者を，従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により，１年を超

えない範囲内で任期を定め，当該短時間勤務の職に採用することができる。 

２ 令和１４年３月３１日までの間，任命権者は，前条第２項の規定によるほか，新地方

公務員法第２２条の５第３項において準用する新地方公務員法第２２条の４第４項の

規定にかかわらず，組合における附則第３条第２項各号に掲げる者のうち，特定年齢到

達年度の末日までの間にある者であって，当該者を採用しようとする短時間勤務の職に

係る新条例定年相当年齢に達している者（新条例第１３条第１項の規定により当該短時

間勤務の職に採用することができる者を除く。）を，従前の勤務実績その他の規則で定

める情報に基づく選考により，１年を超えない範囲内で任期を定め，当該短時間勤務の

職に採用することができる。 

３ 前２項の場合においては，附則第３条第３項から第５項までの規定を準用する。 

（令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める職及び年齢） 

第７条 令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める職は，次に掲げる職とする。 

(1) 施行日以後に新たに設置された職 

(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職 
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２ 令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める年齢は，前項に規定する職が施行日

の前日に設置されていたものとした場合における旧条例第３条に規定する定年に準じ

た当該職に係る年齢とする。 

（令和３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法

第２２条の４第４項の条例で定める職及び年齢） 

第８条 令和３年改正法附則第４条から第７条までの規定が適用される場合における令和

３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第２２

条の４第４項の条例で定める職は，次に掲げる職とする。 

(1) 施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職 

(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職 

２ 令和３年改正法附則第４条から第７条までの規定が適用される場合における令和３年

改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する法第２２条の４第４項の条

例で定める年齢は，前項に規定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合

において，当該職を占める職員が，常時勤務を要する職でその職務が前項に規定する職

と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた前項に規定する

職に係る年齢とする。 

（令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職員） 

第９条 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職は，次に掲げる職のうち，当

該職が基準日（附則第３条から第６条までの規定が適用される間における各年の４月１

日（施行日を除く。）をいう。以下この条において同じ。）の前日に設置されていたも

のとした場合において，基準日における新条例定年が基準日の前日における新条例定年

を超える職とする。 

(1) 基準日以後に新たに設置された職（短時間勤務の職を含む。） 

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職（短時間勤務の職を含む。） 

２ 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める者は，前項に規定する職が基準日の

前日に設置されていたものとした場合において，同日における当該職に係る新条例定年

に達している者とする。 

３ 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職員は，第１項に規定する職が基準

日の前日に設置されていたものとした場合において，同日における当該職に係る新条例

定年に達している職員とする。 

（定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置） 

第１０条 任命権者は，基準日（令和７年４月１日，令和９年４月１日，令和１１年４月

１日及び令和１３年４月１日をいう。以下この条において同じ。）から基準日の翌年の

３月３１日までの間，基準日における新条例定年相当年齢が基準日の前日における新条

例定年相当年齢を超える短時間勤務の職（基準日における新条例定年相当年齢が新条例

第３条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。）及びこれに相当する基準日以後

に設置された短時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤務の職（以下この条におい

て「新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。）に，基準日の前日までに

新条例第１２条に規定する年齢６０年以上退職者となった者（基準日前から新条例第４

条第１項又は第２項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。）のう
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ち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務

職に係る新条例定年相当年齢に達している者（当該規則で定める短時間勤務の職にあっ

ては，規則で定める者）を，新条例第１２条又は第１３条第１項の規定により採用する

ことができず，新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に，新条例第１２条又は第

１３条第１項の規定により採用された職員（以下この条において「定年前再任用短時間

勤務職員」という。）のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相

当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時

間勤務職員（当該規則で定める短時間勤務の職にあっては，規則で定める定年前再任用

短時間勤務職員）を，昇任し，降任し，又は転任することができない。 

（令和３年改正法附則第２条第３項に規定する条例で定める年齢） 

第１１条 令和３年改正法附則第２条第３項に規定する条例で定める年齢は，年齢６０年

とする。 

 

 

提案理由 

 地方公務員法の一部改正等に伴い，職員の定年を引き上げるとともに，管理監督職勤務

上限年齢制及び定年前再任用短時間勤務制を導入するほか，所要の整備を行う必要がある

ため，条例を改正する。 

 これが，この議案を提出する理由である。 
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議案第９５号 

 

   宇土市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例について 

 

宇土市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和４年１１月３０日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

   宇土市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

 宇土市職員の退職手当に関する条例（昭和３８年条例第１号）の一部を次のように改正

する。 

 第２条第１項中「地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の４第１項，第

２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規定により採用された者を除

く。」を削り，同条第２項中「含む。」の次に「第１０条第２項において「勤務日数」と

いう。」を，「１８日」の次に「（１月間の日数（宇土市の休日を定める条例（平成２年

条例第２５号）第１条第１項各号に掲げる日の日数は，算入しない。）が２０日に満たな

い日数の場合にあっては，１８日から２０日と当該日数との差に相当する日数を減じた日

数。第１０条第２項において「職員みなし日数」という。）」を加え，同項ただし書中「地

方公務員法」の次に「（昭和２５年法律第２６１号）」を加える。 

 第４条第１項第１号中「第２８条の２第１項」を「第２８条の６第１項」に，「第２８

条の３第１項」を「第２８条の７第１項」に改める。 

 第５条第１項第１号中「第２８条の２第１項」を「第２８条の６第１項」に，「第２８

条の３第１項」を「第２８条の７第１項」に改め，同条第２項中「（前項」を「（同項」

に改める。 

 第５条の３中「１５年」を「２０年」に改める。 

 第６条の４第１項中「除く。以下」を「除く。第７条第４項において」に改め，「額（以

下」の次に「この項及び第５項において」を加える。 

 第８条の２第１項第１号中「１５年」を「２０年」に改める。 

 第１０条第２項中「職員について定められている勤務時間以上勤務した日（法令又は条

例若しくはこれに基づく規則により，勤務を要しないこととされ，又は休暇を与えられた

日を含む。）」を「勤務日数」に，「１８日」を「職員みなし日数」に改め，同条第４項

中「職員が，」を「職員が」に，「支給期間」とする」を「支給期間」とし，当該退職の

日後に事業（その実施期間が３０日未満のものその他市長が定めるものを除く。）を開始

した職員その他これに準ずるものとして市長が定める職員が市長が定めるところにより，

市長にその旨を申し出たときは，当該事業の実施期間（当該実施期間の日数が４年から第

１項及び本項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該

超える日数を除く。）は，第１項及び本項の規定による期間に算入しない」に改め，同条

第１１項第５号中「第４条第８項」を「第４条第９項」に改める。 

 第１４条第１項第２号及び第３号中「再任用職員に対する免職処分」を「定年前再任用
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短時間勤務職員に対する免職処分」に改める。 

 第１５条第１項中「場合にあっては」を「場合には」に改め，同項第２号及び第３号中

「再任用職員に対する免職処分」を「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」に

改める。 

 第１７条第１項中「。以下この条」を「。以下この項から第６項まで」に，「場合にあ

っては」を「場合には」に改め，同条第２項，第３項及び第４項中「場合にあっては」を

「場合には」に改め，同条第５項中「再任用職員に対する免職処分」を「定年前再任用短

時間勤務職員に対する免職処分」に，「場合にあっては」を「場合には」に改める。 

 附則第７項中「第５条の３まで」の次に「及び附則第１２項から第１９項まで」を加え

る。 

 附則第８項中「第５条の２」の次に「及び附則第１４項」を加える。 

 附則第９項中「第５条」の次に「又は附則第１３項」を加える。 

 附則第１１項中「平成３４年３月３１日」を「令和７年３月３１日」に改める。 

 附則に次の８項を加える。 

１２ 当分の間，第４条第１項の規定は，１１年以上２５年未満の期間勤続した者であっ

て，６０歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者（定年の定めのない

職を退職した者及び同項又は同条第２項の規定に該当する者を除く。）に対する退職手

当の基本額について準用する。この場合における第３条の規定の適用については，同条

第１項中「又は第５条」とあるのは，「，第５条又は附則第１２項」とする。 

１３ 当分の間，第５条第１項の規定は，２５年以上の期間勤続した者であって，６０歳

に達した日以後その者の非違によることなく退職した者（定年の定めのない職を退職し

た者及び同項又は同条第２項の規定に該当する者を除く。）に対する退職手当の基本額

について準用する。この場合における第３条の規定の適用については，同条第１項中「又

は第５条」とあるのは，「，第５条又は附則第１３項」とする。 

１４ 宇土市一般職の職員の給与に関する条例附則第５項の規定による職員の給料月額の

改定は，給料月額の減額改定に該当しないものとする。 

１５ 当分の間，第４条第１項第４号並びに第５条第１項第３号，第６号及び第７号に掲

げる者に対する第５条の３及び第６条の３の規定の適用については，第５条の３本文中

「定年に達する日」とあるのは「６０歳に達する日」と，第５条の３の表第４条第１項

及び第５条第１項の項，第５条の２第１項第１号の項及び第５条の２第１項第２号の項

並びに第６条の３の表第６条の項，第６条の２第１号の項及び第６条の２第２号の項中

「退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年

齢との差に相当する年数１年につき」とあるのは「６０歳と退職の日におけるその者の

年齢との差に相当する年数１年につき」とする。 

１６ 当分の間，第４条第１項第４号並びに第５条第１項第３号，第６号及び第７号に掲

げる者（退職の日において定められているその者に係る定年が６０歳を超える者に限

る。）（市長が定める者を除く。）に対する第５条の３及び第６条の３の規定の適用に

ついては，第５条の３本文中「６月」とあるのは「零月」と，同条の表第４条第１項及

び第５条第１項の項，第５条の２第１項第１号の項及び第５条の２第１項第２号の項並

びに第６条の３の表第６条の項，第６条の２第１号の項及び第６条の２第２号の項中
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「１００分の３（退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけ

るその者の年齢との差に相当する年数が１年である職員にあっては，１００分の２）」

とあるのは「１００分の３」とする。 

１７ 当分の間，第４条第１項第４号及び第５条第１項（第１号及び第５号を除く。）に

規定する者に対する第５条の３及び第８条の２の規定の適用については，第５条の３本

文及び第８条の２第１項第１号中「２０年を」とあるのは「１５年を」とし，第５条の

３本文中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあり，及び第８条の

２第１項第１号中「定年」とあるのは「６０歳」とする。 

１８ 当分の間，第５条第１項第２号及び第４号に掲げる者が６０歳に達する日前に退職

したときにおける第５条の３及び第６条の３の規定の適用については，第５条の３の表

第４条第１項及び第５条第１項の項，第５条の２第１項第１号の項及び第５条の２第１

項第２号の項並びに第６条の３の表第６条の項，第６条の２第１号の項及び第６条の２

第２号の項中「１００分の３（退職の日において定められているその者に係る定年と退

職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が１年である職員にあっては，１０

０分の２）」とあるのは，「６０歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する

年数に１００分の３を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係

る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とす

る。 

１９ 当分の間，第５条第１項第２号及び第４号に掲げる者が６０歳に達した日以後に退

職したときにおける第５条の３及び第６条の３の規定の適用については，第５条の３の

表第４条第１項及び第５条第１項の項，第５条の２第１項第１号の項及び第５条の２第

１項第２号の項並びに第６条の３の表第６条の項，第６条の２第１号の項及び第６条の

２第２号の項中「１００分の３（退職の日において定められているその者に係る定年と

退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が１年である職員にあっては，１

００分の２）」とあるのは，「１００分の２を退職の日において定められているその者

に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」

とする。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は，令和５年４月１日から施行する。ただし，第２条第２項の改正規定

（同項ただし書中「地方公務員法」の次に「昭和２５年法律第２６１号」を加える部分

を除く。），第１０条第２項，第４項及び第１１項並びに附則第１１項の改正規定並び

に附則第３条及び第４条の規定は，公布の日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 暫定再任用職員（地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）

附則第４条第１項若しくは第２項，第５条第１項若しくは第３項，第６条第１項若しく

は第２項又は第７条第１項若しくは第３項の規定により採用された職員をいう。）に対

する改正後の宇土市職員の退職手当に関する条例（以下「新条例」という。）第２条第

１項の規定の適用については，同項中「（以下「職員」という。）」とあるのは，「（地

方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）附則第４条第１項若しくは
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第２項，第５条第１項若しくは第３項，第６条第１項若しくは第２項又は第７条第１項

若しくは第３項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。）」とする。 

第３条 新条例第２条第２項及び第１０条第２項の規定は，附則第１条ただし書に規定す

る規定の施行の日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算に

ついて適用し，同日前の当該期間の計算については，なお従前の例による。 

第４条 新条例第１０条第４項の規定は，附則第１条ただし書に規定する規定の施行の日

以後に同項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の市長が定める

職員に該当するに至った者について適用する。 

 （宇土市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第５条 宇土市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（昭和４８年条例第２

９号）の一部を次のように改正する。 

  附則第３項中「に新条例」を「に宇土市職員の退職手当に関する条例」に改め，「第

５条まで」の次に「又は附則第１２項若しくは第１３項」を加え，「，新条例」を「，

同条例」に改め，「第５条の３まで」の次に「及び附則第１２項から第１９項まで」を

加える。 

  附則第４項中「に新条例」を「に宇土市職員の退職手当に関する条例」に，「又は新

条例第５条の２」を「又は同条例第５条の２及び附則第１４項」に改める。 

  附則第５項中「新条例第５条」を「宇土市職員の退職手当に関する条例第５条又は附

則第１３項」に改める。 

 （宇土市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第６条 宇土市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（平成１５年条例第２

９号）の一部を次のように改正する。 

  附則第４項中「附則第８項」を「附則第７項」に改める。 

 （宇土市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第７条 宇土市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（平成１８年条例第５

号）の一部を次のように改正する。 

  附則第２条第１項中「附則第６項及び附則第８項から第１０項」を「附則第７項から

第９項」に改める。 

 

 

提案理由 

 地方公務員法の一部改正等により職員の定年が引き上げられること等に伴い，退職手当

に係る規定を整備する必要があるため，条例を改正する。 

 これが，この議案を提出する理由である。 
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議案第９６号 

 

   地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例につ

いて 

 

地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を次の

ように制定する。 

 

  令和４年１１月３０日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 

（宇土市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第１条 宇土市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４３年条例第１１号）

の一部を次のように改正する。 

  第２条第１項中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に改める。 

  第１９条中「第２８条の４第１項，第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若し

くは第２項」を「第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項」に改める。 

（宇土市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正） 

第２条 宇土市職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和４６年条例第４号）の一部を次の

ように改正する。 

  第３条第２項中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に，「第２条第２

項」を「第２条第２項から第４項まで」に改める。 

（宇土市職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例の一部改正） 

第３条 宇土市職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例（昭和５１年条例第３２

号）の一部を次のように改正する。  

  附則第２項の次に次の１項を加える。 

 ３ 第２条第２号の規定は，当分の間，６０歳に達した日以後その者の非違によること

なく退職した者について適用する。 

（宇土市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第４条 宇土市職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第８号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第２条中第３号を第４号とし，第２号の次に次の１号を加える。 

  (3) 宇土市職員の定年等に関する条例第９条各項の規定により異動期間（これらの規

定により延長された期間を含む。）を延長された管理監督職を占める職員 

  第８条に次の１号を加える。 

  (3) 宇土市職員の定年等に関する条例第９条各項の規定により異動期間（これらの規

定により延長された期間を含む。）を延長された管理監督職を占める職員 

  第１３条の表第３条第５項の項を削り，同表第１１条第２項第２号の項中「再任用短

時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め，同表第１３条第１項の項中
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「場合は」を「場合には」に改め，同表第１３条第４項の項を削り，同表第１３条第５

項の項中「育児休業条例」を「宇土市職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第

８号）」に，「場合は」を「場合には」に改める。 

  第１９条の表第１１条第２項第２号の項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任

用短時間勤務職員」に改め，同表第１３条第１項の項中「場合は」を「場合には」に改

め，同表第１３条第４項の項を削り，同表第１３条第５項の項中「育児休業条例」を「宇

土市職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第８号）」に，「場合は」を「場合

には」に改め，同表第１８条第２項の項を次のように改める。 

第１８条第２

項 

第 ３ 条 第 ４

項，第４条，第

８条の２から

第 １ ０ 条 ま

で，第１０条

の３及び第１

０条の４ 

第８条の２から第１０条まで，第１０条の３及び

第１０条の４ 

定年前再任用

短時間勤務職

員 

育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員 

  第２０条第２号中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に，「再任用短

時間勤務職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員等」に改める。 

  第２１条第１項中「再任用短時間勤務職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員等」

に改める。 

  附則に次の１項を加える。 

（給与条例附則第５項の規定が適用される育児短時間勤務をしている職員に関する読

替え） 

３ 育児短時間勤務をしている職員に対する給与条例附則第５項の規定の適用につい

ては，同項中「）とする」とあるのは，「）に，勤務時間条例第２条第２項の規定に

より定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数

を乗じて得た額とする」とする。 

（宇土市職員の勤務時間，休暇等に関する条例の一部改正） 

第５条 宇土市職員の勤務時間，休暇等に関する条例（平成７年条例第５号）の一部を次

のように改正する。 

  第２条第３項中「第２８条の４第１項若しくは第２８条の５第１項又は同法第２８条

の６第１項若しくは第２項」を「第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項」に改め，

「で同法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占めるもの」を削り，「再任

用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

  第３条第１項ただし書及び第２項ただし書，第４条第２項並びに第１２条第１項第１

号中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

（宇土市職員の懲戒に関する条例の一部改正） 

第６条 宇土市職員の懲戒に関する条例（平成１２年条例第３８号）の一部を次のように
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改正する。 

  第３条中「給料」を「その発令の日に受ける給料の額」に改め，同条に後段として次

のように加える。 

   この場合において，その減ずる額が現に受ける給料の額の１０分の１に相当する額

を超えるときは，当該額を減ずるものとする。 

（宇土市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第７条 宇土市一般職の職員の給与に関する条例（平成１２年条例第４４号）の一部を次

のように改正する。 

  第３条第５項を次のように改める。 

 ５ 地方公務員法第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項の規定により採用された

職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）の給料月額は，当該定年前再

任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げ

る基準給料月額のうち，第３項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属す

る職務の級に応じた額に，勤務時間条例第２条第３項の規定により定められた当該定

年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得

た数を乗じて得た額とする。 

  第３条の２を削る。 

  第１１条第１項第１号中「以下」の次に「この項から第３項までにおいて」を加え，

同項第２号中「以下」の次に「この条において」を加え，同条第２項第１号中「算出し

たその者」を「算出した当該職員」に改め，「相当する額（以下」の次に「この号及び

次項において」を加え，同号ただし書中「以下」の次に「この号及び第３号において」

を加え，「その者」を「当該職員」に改め，同項第２号中「再任用短時間勤務職員」を

「定年前再任用短時間勤務職員」に改め，同項第３号中「その者」を「当該職員」に改

め，同条第３項中「交通機関等（以下」を「交通機関等（第１号及び次項において」に，

「。以下」を「。第１号及び次項において」に改め，同項第１号中「算出したその者」

を「算出した当該職員」に改め，同号ただし書中「以下」の次に「この号において」を

加え，「その者」を「当該職員」に改める。 

  第１３条第１項中「場合は」を「場合には」に改め，同条第２項中「再任用短時間勤

務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め，同条第４項中「（第２項の規定に

より読み替えて適用する場合を含む。）」を削り，「場合は」を「場合には」に改め，

同条第５項中「場合は」を「場合には」に改める。 

  第１８条第２項中「第８条の２」を「第３条第４項，第４条，第８条の２」に，「再

任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

  第１９条第２項中「その者」を「当該職員」に改め，同条第３項中「再任用職員」を

「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

  第２０条第１項中「この条」を「この項から第３項まで」に改め，同条第２項中「再

任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

  附則に次の７項を加える。 

 ５ 当分の間，職員の給料月額は，当該職員が６０歳に達した日後における最初の４月

１日（附則第７項において「特定日」という。）以後，当該職員に適用される給料表
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の給料月額のうち，第３条第３項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条

第４項並びに第４条第２項及び第４項の規定により当該職員の受ける号給に応じた

額に１００分の７０を乗じて得た額（当該額に，５０円未満の端数を生じたときはこ

れを切り捨て，５０円以上１００円未満の端数を生じたときはこれを１００円に切り

上げるものとする。）とする。 

 ６ 前項の規定は，次に掲げる職員には適用しない。 

  (1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び

非常勤職員 

  (2) 宇土市職員の定年等に関する条例（昭和５９年条例第１０号）第９条第１項又は

第２項の規定により地方公務員法第２８条の２第１項に規定する異動期間（同条例

第９条第１項又は第２項の規定により延長された期間を含む。）を延長された同条

例第６条に規定する職を占める職員 

  (3) 宇土市職員の定年等に関する条例第４条第１項又は第２項の規定により勤務し

ている職員（同条例第２条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されて

いた職員を除く。） 

 ７ 地方公務員法第２８条の２第４項に規定する他の職への降任等をされた職員であっ

て，当該他の職への降任等をされた日（以下この項及び附則第９項において「異動日」

という。）の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち，特定日に附

則第５項の規定により当該職員の受ける給料月額（以下この項において「特定日給料

月額」という。）が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に１００分の７０

を乗じて得た額（当該額に，５０円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て，５０

円以上１００円未満の端数を生じたときはこれを１００円に切り上げるものとする。

以下この項において「基礎給料月額」という。）に達しないこととなる職員（規則で

定める職員を除く。）には，当分の間，特定日以後，附則第５項の規定により当該職

員の受ける給料月額のほか，基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を

給料として支給する。 

 ８ 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計

額が第３条第３項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給

料月額を超える場合における前項の規定の適用については，同項中「基礎給料月額と

特定日給料月額」とあるのは，「第３条第３項の規定により当該職員の属する職務の

級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。 

 ９ 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（附則第５項の規定の適用を

受ける職員に限り，附則第７項に規定する職員を除く。）であって，同項の規定によ

る給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には，当分の間，当

該職員の受ける給料月額のほか，規則で定めるところにより，前２項の規定に準じて

算出した額を給料として支給する。 

 １０ 附則第７項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第５項の規定

の適用を受ける職員であって，任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との

権衡上必要があると認められる職員には，当分の間，当該職員の受ける給料月額のほ

か，規則で定めるところにより，前３項の規定に準じて算出した額を給料として支給
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する。 

 １１ 附則第５項から前項までに定めるもののほか，附則第５項の規定による給料月額，

附則第７項の規定による給料その他附則第５項から前項までの規定の施行に関し必要

な事項は，規則で定める。 

  別表第１再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職

員」に改め，同表再任用職員の項を次のように改める。 

定年前再

任用短時

間勤務職

員 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

187,700 215,200 255,200 274,600 289,700 315,100 356,800 

（公益的法人等への宇土市職員の派遣等に関する条例の一部改正） 

第８条 公益的法人等への宇土市職員の派遣等に関する条例（平成１４年条例第３号）の

一部を次のように改正する。 

  第２条第２項第１号中「第２８条の４第１項，第２８条の５第１項又は第２８条の６

第１項」を「第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項」に改め，同項中第２号を削

り，第３号を第２号とし，第４号を第３号とし，同号の次に次の１号を加える。 

  (4) 宇土市職員の定年等に関する条例第９条各項の規定により異動期間（これらの規

定により延長された期間を含む。）を延長された管理監督職を占める職員 

（宇土市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正） 

第９条 宇土市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年条例第３号）の

一部を次のように改正する。 

  第３条中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に改める。 

 （宇土市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正） 

第１０条 宇土市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２４年条例第３３号）

の一部を次のように改正する。 

  第４条第１項中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に改める。 

  第９条第３項を次のように改める。 

 ３ 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第３条第５項の規定の適用については，「地

方公務員法第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項の規定により採用された職

員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）」とあるのは「地方公務員法第

２２条の４第１項又は第２２条の５第１項の規定により採用された職員（以下「定年

前再任用短時間勤務職員」という。）及び宇土市一般職の任期付職員の採用等に関す

る条例（平成２４年条例第３３号）第６条第２項に規定する任期付短時間勤務職員（以

下「任期付短時間勤務職員」という。）」と，「当該定年前再任用短時間勤務職員」

とあるのは「当該定年前再任用短時間勤務職員及び当該任期付短時間勤務職員」と，

「勤務時間条例第２条第３項」とあるのは「勤務時間条例第２条第３項及び第５項」

と，給与条例第１１条第２項第２号及び第１３条第２項の規定の適用については，こ

れらの規定中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務

職員及び任期付短時間勤務職員」とする。 
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（宇土市職員の降給に関する条例の一部改正） 

第１１条 宇土市職員の降給に関する条例（平成２８年条例第６号）の一部を次のように

改正する。 

  第２条中「号給に変更することをいう。以下同じ。）」の次に「並びに地方公務員法

第２８条の２第１項に規定する降給（同項本文の規定による他の職への転任により現に

属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行する

こととなった場合において，降格することをいう。）」を加える。 

  第３条中「降任された」を「降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位

の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった」に，「該当する場合におい

て」を「該当し」に，「とき」を「場合」に改める。 

  附則を附則第１項とし，同項に見出しとして「（施行期日）」を付し，附則に次の見

出し及び２項を加える。 

  （宇土市一般職の職員の給与に関する条例附則第５項の規定の適用を受ける職員に対

する規定の適用） 

 ２ 宇土市一般職の職員の給与に関する条例附則第５項の規定の適用を受ける職員に対

する第２条の規定の適用については，当分の間，同条中「とする」とあるのは，「並

びに宇土市一般職の職員の給与に関する条例附則第５項の規定による降給とする」と

する。 

 ３ 第５条の規定は，宇土市一般職の職員の給与に関する条例附則第５項の規定による

降給の場合には，適用しない。この場合において，同項の適用を受ける職員には，規

則で定める規定により，同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨

の通知を行うものとする。 

 （宇土市職員の再任用に関する条例の廃止） 

第１２条 宇土市職員の再任用に関する条例（平成１３年条例第４号）は，廃止する。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は，令和５年４月１日から施行する。 

 （定義） 

第２条 この附則において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(1) 令和３年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）を

いう。 

(2) 暫定再任用職員 令和３年改正法附則第４条第１項若しくは第２項，第５条第１項

若しくは第３項，第６条第１項若しくは第２項又は第７条第１項若しくは第３項の規

定により採用された職員をいう。 

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和３年改正法附則第６条第１項若しくは第２項又

は第７条第１項若しくは第３項の規定により採用された職員をいう。 

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２

条の４第１項又は第２２条の５第１項の規定により採用された職員をいう。 

 （宇土市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 
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第３条 宇土市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第５条から第７条まで，第８

条の２及び第１５条の規定は，暫定再任用職員には適用しない。 

（宇土市職員の勤務時間，休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第４条 暫定再任用短時間勤務職員は，定年前再任用短時間勤務職員とみなして，第５条

の規定による改正後の宇土市職員の勤務時間，休暇等に関する条例の規定を適用する。 

（宇土市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第５条 暫定再任用職員（暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項におい

て同じ。）の給料月額は，当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるも

のとした場合に適用される宇土市一般職の職員の給与に関する条例第３条第１項に規

定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち，同条第

３項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。 

２ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第１０条第１項に

規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用につい

ては，同項中「とする」とあるのは，「に，宇土市職員の勤務時間，休暇等に関する条

例第２条第２項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第１項

に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。 

３ 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は，当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再

任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される宇土市一般職の職員の給与に

関する条例第３条第１項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げ

る基準給料月額のうち，同条第３項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属す

る職務の級に応じた額に，宇土市職員の勤務時間，休暇等に関する条例第２条第３項の

規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第１項に規定

する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。 

４ 暫定再任用短時間勤務職員は，定年前再任用短時間勤務職員とみなして，第７条の規

定による改正後の宇土市一般職の職員の給与に関する条例（以下「新給与条例」という。）

第１１条第２項及び第１３条第２項の規定を適用する。 

５ 暫定再任用職員は，定年前再任用短時間勤務職員とみなして，新給与条例第１９条第

３項の規定を適用する。 

６ 新給与条例第２０条第１項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当

の額の同条第２項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用

については，同項第１号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用

短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）附則

第４条第１項若しくは第２項，第５条第１項若しくは第３項，第６条第１項若しくは第

２項又は第７条第１項若しくは第３項の規定により採用された職員（次号において「暫

定再任用職員」という。）」と，同項第２号中「定年前再任用短時間勤務職員」とある

のは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。 

７ 宇土市一般職の職員の給与に関する条例第３条第４項，第４条，第８条の２から第１

０条まで，第１０条の３及び第１０条の４の規定は，暫定再任用職員には適用しない。 

８ 新給与条例附則第５項から第１１項までの規定は，令和３年改正法附則第３条第５項

又は第６項の規定により勤務している職員には適用しない。 
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（公益的法人等への宇土市職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第６条 暫定再任用職員（暫定再任用短時間勤務職員を除く。）に対する第８条の規定に

よる改正後の公益的法人等への宇土市職員の派遣等に関する条例第２条第２項の規定

の適用については，同項第１号中「任期を定めて任用される職員」とあるのは，「任期

を定めて任用される職員（地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）

附則第４条第１項若しくは第２項又は第５条第１項若しくは第３項の規定により採用

された職員を除く。）」とする。 

 

 

提案理由 

 地方公務員法の一部改正等により職員の定年が引き上げられること等に伴い，６１歳と

なる年度以後の職員に係る給与に関する特例を設けるほか，所要の整備を行う必要がある

ため，条例を改正する。 

 これが，この議案を提出する理由である。 
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議案第９７号 

 

   宇土市個人情報保護法施行条例について 

 

 宇土市個人情報保護法施行条例を次のように制定する。 

 

  令和４年１１月３０日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

   宇土市個人情報保護法施行条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は，個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「法」

という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語は，法において使用する用語の例による。 

２ この条例において「実施機関」とは，市長（公営企業管理者の権限を行う市長を含む。），

教育委員会，選挙管理委員会，公平委員会，監査委員，農業委員会及び固定資産評価審

査委員会をいう。 

（個人情報ファイルの保有等に関する事前通知） 

第３条 実施機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは，当該実施機関は，あら

かじめ，市長に対し，法第７４条第１項各号に掲げる事項を通知しなければならない。

通知した事項を変更しようとするときも，同様とする。 

２ 前項の規定は，法第７４条第２項各号に掲げる個人情報ファイルについては，適用し

ない。 

３ 実施機関は，第１項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについて，当該実施

機関がその保有をやめたとき，又はその個人情報ファイルが法第７４条第２項第９号に

該当するに至ったときは，遅滞なく，市長に対しその旨を通知しなければならない。 

（開示情報） 

第４条 法第７８条第２項の規定により読み替えて適用する同条第１項の開示することと

されている情報として条例で定めるものは，宇土市情報公開条例（平成１１年条例第１

号）第７条第２号ウに掲げる情報のうち，当該公務員の氏名（法第７８条第１項各号（第

２号を除く。）に該当するものを除く。）とする。 

（開示請求に係る手数料等） 

第５条 法第８９条第２項の規定により納付しなければならない手数料の額は，無料とす

る。 

２ 前項に規定するもののほか，法第８７条第１項の規定により写しの交付（これに準ず

る方法を含む。）を受ける者は，当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなけれ

ばならない。 

（審査会への諮問） 

第６条 実施機関は，次の各号のいずれかに該当する場合において，個人情報の適正な取
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扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認める

ときは，宇土市情報公開・個人情報保護等審査会条例（平成１５年条例第２号）第１条

に規定する宇土市情報公開・個人情報保護等審査会（以下「審査会」という。）に諮問

することができる。 

 (1) この条例の規定を改正し，又は廃止しようとする場合 

 (2) 法第６６条第１項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合 

 (3) 前２号に掲げる場合のほか，実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の

細則を定めようとする場合 

 （運用状況の公表） 

第７条 市長は，毎年１回各実施機関における法及びこの条例の運用状況をとりまとめ，

公表するものとする。 

 （委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか，この条例の実施に関し必要な事項は，規則で定め

る。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は，令和５年４月１日から施行する。 

（宇土市個人情報保護条例の廃止） 

第２条 宇土市個人情報保護条例（平成１５年条例第１号）は，廃止する。 

（経過措置） 

第３条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の宇土市個人情報保護条例（以下「旧

条例」という。）第１２条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第２条第２号

に規定する個人情報（以下「旧個人情報」という。）の内容をみだりに他人に知らせ，

又は不当な目的に利用してはならない義務については，この条例の施行後も，なお従前

の例による。 

(1) この条例の施行の際現に旧条例第２条第１号に規定する実施機関（以下「旧実施機

関」という。）の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であ

った者のうち，この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者 

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業

務に従事していた者 

(3) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事し

ていた者 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に旧条例第１４条第１項若しくは

同条第２項若しくは第３項（これらの規定を旧条例第２６条第３項において準用する場

合を含む。），第２６条第１項若しくは第２項又は第２６条の２第１項若しくは第２項

の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示，訂正及

び利用停止等並びに利用停止については，なお従前の例による。 

３ 施行日前に旧条例の規定により審査会に諮問がなされた場合における旧条例に規定す

る調査審議については，なお従前の例による。 

４ 次に掲げる者が，正当な理由がないのに，この条例の施行前において旧実施機関が保



27 

有していた個人の秘密に属する事項が記載された旧条例第２条第７号に規定する保有

個人情報（以下「旧保有個人情報」という。）を含む情報の集合物であって旧保有個人情

報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの（その全部

又は一部を複製し，又は加工したものを含む。）をこの条例の施行後に提供したときは，

２年以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処する。 

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前におい

て旧実施機関の職員であった者 

(2) 第１項第２号に掲げる者 

(3) 第１項第３号に掲げる者 

５ 前項各号に掲げる者が，その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施

機関が保有していた旧個人情報をこの条例の施行後に盗用し，又は不正な目的により利

用し，若しくは提供したときは，１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。 

６ この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報を取り扱う事務の委託を受けた

もの若しくは指定管理者である法人の代表者又は法人若しくは人の代理人，使用人その

他の従業者であった者が，その法人又は人の業務に関し，前２項の違反行為をしたとき

は，行為者を罰するほか，その法人又は人に対して各本項の罰金刑を科する。 

第４条 附則第２条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰

については，その失効後も，なお従前の例による。 

 （宇土市情報公開条例の一部改正） 

第５条 宇土市情報公開条例（平成１１年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

  第７条第６号ア中「又は試験」を「，試験又は租税の賦課若しくは徴収」に改める。 

 （宇土市情報公開・個人情報保護等審査会条例の一部改正） 

第６条 宇土市情報公開・個人情報保護等審査会条例（平成１５年条例第２号）の一部を

次のように改正する。 

  第２条中「及び宇土市個人情報保護条例（平成１５年条例第１号。以下「個人情報保

護条例」という。)」を「，個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以

下「法」という。）及び宇土市個人情報保護法施行条例（令和 年条例第 号。以下「個

人情報保護法施行条例」という。）」に改める。 

  第３条第１項第１号中「及び個人情報保護条例第３２条」を削り，同項第２号及び第

３号を次のように改める。 

  (2) 法第１０５条第３項において準用する同条第１項の規定による諮問に応じて審

査すること。 

  (3) 個人情報保護法施行条例第６条の規定による諮問に応じて審査すること。 

  第３条第１項に次の２号を加える。 

  (6) 宇土市議会の個人情報の保護に関する条例（令和 年条例第 号。以下「議会個

人情報保護条例」という。)第４５条の規定による諮問に応じ審査請求について調査

審議すること。 

  (7) 議会個人情報保護条例第５０条の規定による諮問に応じ調査審議すること。 

  第３条第２項中「第１号から第４号まで」を削り，「制度の運営」を「情報公開制度
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及び個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営」に改める。 

  第８条中「又は個人情報保護条例第３２条」を「，法第１０５条第３項において準用

する同条第１項又は議会個人情報保護条例第４５条」に改める。 

  第９条第１項中「実施機関」の次に「及び議会個人情報保護条例第４５条の規定によ

り審査会に諮問をした宇土市議会議長（以下この条において「実施機関」という。）」

を加え，「及び個人情報保護条例第２０条及び第２９条」を「，法第８２条，第９３条

及び第１０１条並びに議会個人情報保護条例第２４条，第３４条及び第４１条」に，「個

人情報保護条例に」を「個人情報保護法及び議会個人情報保護条例に」に改める。 

  第１３条中「及び第２号」を「，第２号及び第６号」に改める。 

 （宇土市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正） 

第７条 宇土市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１６年条例第

１９号）の一部を次のように改正する。 

  第７条第２項第５号中「宇土市個人情報保護条例（平成１５年条例第１号）第２条第

６号」を「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平

成２５年法律第２７号）第２条第８項」に改める。 

  第１１条中「宇土市個人情報保護条例」を「個人情報の保護に関する法律（平成１５

年法律第５７号）及び宇土市個人情報保護法施行条例（令和 年条例第 号）」に改め

る。 

 

 

提案理由 

 個人情報の保護に関する法律の改正に伴い，同法の施行に関し必要な事項を定めるため，

条例を制定する。 

 これが，この議案を提出する理由である。 
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議案第９８号 

 

   宇土市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正する条

例について 

 

 宇土市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正する条例を

次のように制定する。 

 

  令和４年１１月３０日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹 

 

宇土市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正する条

例 

宇土市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例（平成１７年条例第５号）

の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

宇土市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例 

第１条中「市の機関に係る申請，届出その他の手続等に関し，電子情報処理組織を使用

する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするため

の共通する」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成１４年法律第

１５１号）第１３条第１項の規定の趣旨にのっとり，情報通信技術（デジタル社会形成基

本法（令和３年法律第３５号）第２条に規定する情報通信技術をいう。以下同じ。）を活用

した行政の推進について，情報通信技術を利用する方法により手続等を行うために必要と

なる」に，「市民」を「手続等に係る関係者」に改め，「を図るとともに」を削り，「に資す

る」を「を図り，もって市民生活の向上に寄与する」に改める。 

第２条第１号中「，規則」を「及び規則」に，「規程及び」を「規程，」に改め，「企業管

理規程」の次に「，議会の規程その他の規程」を，「以下同じ。）」の次に「並びに熊本県の

条例及び規則（地方自治法第２５２条の１７の２第１項又は地方教育行政の組織及び運営

に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第５５条第１項の規定に基づく熊本県の条例

により本市が処理することとされた事務に係るものに限る。）」を加え，同条第２号中「市

の機関 市の執行機関」を「市の機関等 地方自治法第２編第７章の規定により設置され

る市の執行機関，市の議会及び地方公営企業法第７条の規定により市に置かれる地方公営

企業の管理者」に，「置かれ，」を「置かれる機関」に改め，「これらの管理に属する機関又

は」を削り，「法令又は条例等」を「法令若しくは条例等」に改め，「認められたもの」の

次に「又は地方自治法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者」を加え，同条第３号

中「図形等」を「図形その他の」に改め，同条第６号中「その他」を「その他の」に，「機

関」を「機関等」に改め，同条第７号から第９号までの規定中「機関」を「機関等」に改

める。 

第３条第１項中「市の機関は，」を削り，「により書面等により行うこととしている」を

「において書面等により行うことその他のその方法が規定されている」に改め，「ところに
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より，」の次に「規則で定める」を加え，「機関」を「機関等」に，「申請等をする者」を「そ

の手続等の相手方」に改め，「いう。」の次に「以下同じ。」を加え，「使用して行わせる」

を「使用する方法により行う」に改め，同条第２項中「規定により」を「電子情報処理組

織を使用する方法により」に，「を書面等により行うものとして規定した申請等に関する」

を「に関する他の」に，「規定する書面等」を「規定する方法」に改め，「みなして，」の次

に「当該条例等その他の」を加え，同条第３項中「規定」を「電子情報処理組織を使用す

る方法」に，「同項の市の機関」を「当該申請等を受ける市の機関等」に，「ときに当該市

の機関」を「時に当該市の機関等」に改め，同条第４項中「第１項の場合において，市の

機関は，」を「申請等のうち」に，「により署名等をすることとしているもの」を「におい

て署名等をすることが規定されているものを第１項の電子情報処理組織を使用する方法に

より行う場合には，当該署名等」に改め，「かかわらず，」の次に「電子情報処理組織を使

用した個人番号カード（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第７項に規定する個人番号カードをいう。第

８条において同じ。）の利用その他の」を加え，「当該署名等に代えさせる」を「代える」

に改め，同条に次の２項を加える。 

５ 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において納付書をもってすること

その他の手数料の納付の方法が規定されているものを第１項の電子情報処理組織を使用

する方法により行う場合には，当該手数料の納付については，当該条例等の規定にかか

わらず，電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であっ

て規則で定めるものをもってすることができる。 

６ 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情がある場合，申請等に係

る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の当該申請等の

うちに第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適

当と認められる部分がある場合として規則で定める場合には，規則で定めるところによ

り，当該申請等のうち当該部分以外の部分につき，前各項の規定を適用する。この場合

において，第２項中「行われた申請等」とあるのは，「行われた申請等（第６項の規定に

より前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第５項までにおいて同じ。）」と

する。 

第４条第１項中「市の機関は，」を削り，「により書面等により行うこととしている」を

「において書面等により行うことその他のその方法が規定されている」に，「電子情報処理

組織（市の機関の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機

とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。）を使用して」を「規則で定める電

子情報処理組織を使用する方法により」に改め，同項に次のただし書を加える。 

ただし，当該処分通知等を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受

ける旨の規則で定める方式による表示をする場合に限る。 

第４条第２項中「規定により」を「電子情報処理組織を使用する方法により」に，「を書

面等により行うものとして規定した処分通知等に関する」を「に関する他の」に，「規定す

る書面等」を「規定する方法」に改め，「みなして，」の次に「当該条例等その他の」を加

え，同条第３項中「規定」を「電子情報処理組織を使用する方法」に，「同項の」を「当該」

に，「とき」を「時」に改め，同条第４項中「第１項の場合において，市の機関は，」を「処
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分通知等のうち」に，「により署名等をすることとしているもの」を「において署名等をす

ることが規定されているものを第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合

には，当該署名等」に，「当該署名等に代える」を「代える」に改め，同条に次の１項を加

える。 

５ 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情がある場合，処分

通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがある場合その他の当

該処分通知等のうちに第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難

又は著しく不適当と認められる部分がある場合として規則で定める場合には，規則で定

めるところにより，当該処分通知等のうち当該部分以外の部分につき，前各項の規定を

適用する。この場合において，第２項中「行われた処分通知等」とあるのは，「行われた

処分通知等（第５項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第

４項までにおいて同じ。）」とする。 

第５条第１項中「市の機関は，」を削り，「により書面等により行うこととしている」を

「において書面等により行うことが規定されている」に改め，「書面等の縦覧等に代えて」

を削り，「の縦覧等を」を「により」に改め，同条第２項中「規定により」を「電磁的記録

に記録されている事項又は書類により」に，「を書面等により行うものとして規定した縦覧

等に関する条例等の規定に規定する」を「に関する他の条例等の規定により」に改め，「み

なして，」の次に「当該条例等その他の」を加える。 

第６条第１項中「市の機関は，」を削り，「により書面等により行うこととしている」を

「において書面等により行うことが規定されている」に改め，「書面等の作成等に代えて」

を削り，「の作成等を」を「により」に改め，同条第２項中「規定により」を「電磁的記録

により」に，「を書面等により行うものとして規定した作成等に関する条例等の規定に規定

する」を「に関する他の条例等の規定により」に改め，「みなして，」の次に「当該条例等

その他の」を加え，同条第３項中「第１項の場合において，市の機関は，」を「作成等のう

ち」に，「により署名等をすることとしているもの」を「において署名等をすることが規定

されているものを第１項の電磁的記録により行う場合には，当該署名等」に，「当該署名等

に代える」を「代える」に改める。 

第７条を次のように改める。 

（適用除外） 

第７条 次に掲げる手続等については，第３条から前条までの規定は，適用しない。 

(1) 手続等のうち，申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要

があること，許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要があ

ることその他の事由により当該手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の

情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないものとして規則で定める

もの 

(2) 手続等のうち当該手続等に関する他の条例等の規定において電子情報処理組織を

使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが規定されてい

るもの（第３条第１項，第４条第１項，第５条第１項又は前条第１項の規定に基づき

行うことが規定されているものを除く。） 

第９条中「の施行に関し必要な事項は，市長が」を「に定めるもののほか，この条例の
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施行に関し必要な事項は，規則で」に改め，同条を第１２条とする。 

第８条の見出し中「手続等に係る電子情報処理組織の使用」を「情報通信技術を活用し

た行政の推進」に改め，同条中「市長は，少なくとも毎年度１回，市の機関が電子情報処

理組織を使用して行わせ，又は行うことができる」を「市の機関等は，電子情報処理組織

を使用する方法により行うことができる当該市の機関等に係る」に，「情報通信の技術の利

用」を「情報通信技術を活用した行政の推進」に改め，同条を第１１条とする。 

第７条の次に次の３条を加える。 

（添付書面等の省略） 

第８条 申請等をする者に係る住民票の写し，登記事項証明書その他の規則で定める書面

等であって当該申請等に関する他の条例等の規定において当該申請等に際し添付する

ことが規定されているものについては，当該条例等の規定にかかわらず，市の機関等が，

当該申請等をする者が行う電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用その他

の措置であって当該書面等の区分に応じ規則で定めるものにより，直接に，又は電子情

報処理組織を使用して，当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し，又は参

照することができる場合には，添付することを要しない。 

（情報通信技術の利用のための能力等における格差の是正） 

第９条 市の機関等は，情報通信技術の利用のための能力又は利用の機会における格差の

是正を図るために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 

（市の機関等による情報システムの整備等） 

第１０条 市の機関等は，情報通信技術を利用して行われる手続等に係る市の機関等の情

報システム（以下「情報システム」という。）の整備その他の情報通信技術を活用した行

政の推進を図るために必要な施策を講ずるものとする。 

２ 市の機関等は，前項の規定による情報システムの整備に当たっては，当該情報システ

ムの安全性及び信頼性を確保するために必要な措置を講ずるものとする。 

３ 市の機関等は，第１項の規定による情報システムの整備に当たっては，これと併せて，

当該情報システムを利用して行われる手続等及びこれに関連する市の機関等の事務の

簡素化又は合理化その他の見直しを行うよう努めるものとする。 

   附 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 

 

 

提案理由 

 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律（平成１４年法律第１５１号）

の改正に伴い，条例を改正する。 

 これが，この議案を提出する理由である。 
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議案第９９号 

 

   宇土市墓地条例の一部を改正する条例について 

 

 宇土市墓地条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和４年１１月３０日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

   宇土市墓地条例の一部を改正する条例 

 宇土市墓地条例（昭和６０年条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

 題名の次に次の目次を付する。 

目次 

 第１章 総則（第１条・第２条） 

 第２章 墓地の管理及び使用（第３条－第１６条） 

 第３章 雑則（第１７条－第１９条） 

 附則 

 第５条中「以外には」を「以外に」に改め，同条ただし書中「この限り」を「，この限

り」に改める。 

 第６条中「１個所」を「１箇所」に改める。 

 第７条第１項の表に次のように加える。 

集合墓地 １平方メートルにつき ５０，０００円 

 第８条第１項中「譲渡又は」を「譲渡し，又は」に改める。 

 第９条第１項ただし書中「ではない」を「でない」に改める。 

 第１１条中「取消す」を「取り消す」に改め，同条中第４号を第５号とし，第１号から

第３号までを１号ずつ繰り下げ，同条に第１号として次の１号を加える。 

 (1) 偽り又は不正な手段により使用許可を受けたとき。 

 第１２条中「又は」を「，又は」に，「基づき」を「より」に，「取消された」を「取り

消された」に改める。 

 第１３条第４項中「よりがたい」を「より難い」に改める。 

 第１４条第２項中「ものを」を「物件を一定の場所に」に改め，同条第３項中「１ケ月」

を「１月」に改め，同条第５項を削る。 

 第１５条第１項中「墓地内」を「市長は，墓地内」に改め，同条第２項を次のように改

める。 

２ 無縁墳墓を使用する者は，市長の許可を受けなければならない。 

 第１５条に次の１項を加える。 

３ 無縁墳墓に埋葬された焼骨等は，原則として返還しない。 

 第１８条を第１９条とし，第１７条を第１８条とし，第１６条を第１７条とし，第２章

中第１５条の次に次の１条を加える。 
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 （無縁墳墓の使用料） 

第１６条 前条第２項の規定により無縁墳墓の使用の許可を受けた者は，次の使用料を納

付しなければならない。 

種別 使用料 

無縁墳墓 埋蔵体数にかかわらず１回につき ５０，０００円 

   附 則 

 この条例は，令和５年５月１日から施行する。ただし，第５条の改正規定，第６条の改

正規定，第７条第１項の表に次のように加える改正規定，第８条第１項の改正規定，第９

条第１項の改正規定，第１１条柱書の改正規定及び同条中第４号を第５号とし，第１号か

ら第３号までを１号ずつ繰り下げ，同条に第１号として１号を加える改正規定，第１２条

の改正規定，第１３条第４項の改正規定並びに第１４条第２項及び第３項の改正規定並び

に同条第５項を削る改正規定は，公布の日から施行する。 

 

 

提案理由 

 宇土市二の丸墓園内に設置する無縁墳墓等の適正な管理に必要な事項を定めるため，条

例を改正する。 

 これが，この議案を提出する理由である。 
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議案第１００号 

 

   宇土市納骨堂条例について 

 

 宇土市納骨堂条例を次のように制定する。 

 

  令和４年１１月３０日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

   宇土市納骨堂条例 

目次 

 第１章 総則（第１条・第２条） 

 第２章 納骨堂の管理及び使用（第３条－第１４条） 

 第３章 雑則（第１５条） 

 附則 

   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この条例は，本市の納骨堂の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （設置，位置及び名称） 

第２条 本市は，墓地，埋葬等に関する法律（昭和２３年法律第４８号）に基づき納骨堂

を設置する。 

２ 前項の納骨堂の名称及び位置は，次のとおりとする。 

名称 位置 

宇土市二の丸墓園納骨堂 宇土市古城町１８１番地 

   第２章 納骨堂の管理及び使用 

 （使用者の資格） 

第３条 納骨堂を使用することができる者は，本市に居住し，かつ，祖先の祭祀をつかさ

どるべき者でなければならない。ただし，市長が特別の理由があると認めた者について

は，この限りでない。 

 （使用の許可） 

第４条 納骨堂を使用する者は，市長の許可を受けなければならない。 

２ 市長は，前項の使用の許可をするに当たっては，その使用する納骨壇（以下「納骨壇」

という。）を指定するとともに管理上必要な条件を付することができる。 

 （使用の目的） 

第５条 納骨堂は，焼骨等を収蔵する目的以外に使用してはならない。 

 （使用料） 

第６条 使用の許可を受けた者は，次の使用料を納付しなければならない。 

種別 使用料 

納骨壇（最上段） １室につき ３００，０００円 
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納骨壇（上段又は中段） １室につき ２５０，０００円 

納骨壇（下段） １室につき ２００，０００円 

２ 前項の使用料は，使用許可をする際に徴収する。ただし，市長が特別の理由があると

認めるときは，分割徴収することができる。 

３ 既納の使用料は，返還しない。ただし，この条例に特別の定めがある場合又は市長が

特別の理由があると認めるときは，この限りでない。 

 （管理料） 

第７条 使用の許可を受けた者は，毎年市長が指定する日までに，納骨壇１室につき，５，

０００円の管理料を納付しなければならない。 

２ 年度の途中における使用の許可を受けた者に係る管理料の納付については，使用許可

の日の属する月から月割りをもって計算した額（当該額に１００円未満の端数があると

きは，これを切り捨てた額）の管理料を納付しなければならない。 

 （使用権の承継） 

第８条 納骨堂の使用権は，祖先の祭祀をつかさどるべき者が承継する場合を除くほか，

他人に譲渡し，又は転貸してはならない。 

２ 祖先の祭祀をつかさどるべき者が，納骨堂の使用権を承継しようとするときは，あら

かじめ市長に届け出て許可を受けなければならない。 

 （行為の禁止） 

第９条 使用者（使用の許可を受けた者又はその権利を承継した者をいう。以下同じ。）は，

次の各号に掲げる行為をしてはならない。 

 (1) 納骨堂の建物又は施設等を汚損し，毀損し，又は滅失すること。 

 (2) 納骨堂に焼骨，位牌，遺影その他市長が特に必要があると認める物以外の物を持ち

込むこと。 

 (3) 納骨堂に特別の設備を設け，又は変更を加えること。 

 (4) 公の秩序を乱し，又は善良な風俗を害すること。 

 (5) 前各号に掲げるもののほか，納骨堂の維持管理に支障を来すと認められる行為 

 （使用者の義務） 

第１０条 使用者は，使用の許可を受けたときは，速やかに焼骨等を収蔵しなければなら

ない。 

２ 使用者は，常に納骨堂を清潔にするとともに納骨堂の施設等の保全に努めなければな

らない。 

 （使用許可の取消し） 

第１１条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは，市長は，使用許可を取り消す

ことができる。 

 (1) 偽り又は不正な手段により使用許可を受けたとき。 

(2) 許可を受けた目的以外に納骨堂を使用したとき。 

(3) 許可の条件に違反したとき。 

(4) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。 

(5) 使用許可を受けた日から１年を経過しても納骨堂を使用しないとき。 
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(6) 管理料の納入が３年間確認できないとき。 

 （納骨壇の返還） 

第１２条 納骨壇が不用になったとき，又は前条の規定により使用許可を取り消されたと

きは，使用者は，速やかに当該納骨壇に収蔵されている焼骨等を引き取り，原状に回復

して返還しなければならない。 

 （使用権の消滅） 

第１３条 次の各号のいずれかに該当するときは，納骨堂の使用権は消滅するものとする。 

 (1) 使用者が死亡した日から起算して５年を経過しても祭祀を承継すべき者がないと

き。 

 (2) 使用者の住所が１０年以上明らかでないとき。 

 （保管及び改葬） 

第１４条 市長は，第１１条に規定する使用許可の取消し又は前条に規定する使用権の消

滅により納骨堂を使用させないこととした場合は，納骨壇に収蔵されている焼骨等を別

の場所に移して１年間保管するものとする。 

２ 市長は，前項に規定する期間経過後も引取りがない焼骨等は，無縁墳墓に改葬するも

のとする。 

３ 市長は，前項の規定により改葬しようとするときは，その１月前までにその旨を公告

しなければならない。 

   第３章 雑則 

 （委任） 

第１５条 この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，令和５年５月１日から施行する。 

 （準備行為） 

２ 使用者の公募その他納骨堂を供用するために必要な準備行為は，この条例の施行前に

おいても行うことができる。 

 

 

提案理由 

 宇土市二の丸墓園納骨堂を設置し，その管理等に必要な事項を定めるため，条例を制定

する。 

 これが，この議案を提出する理由である。 
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議案第１０１号 

 

宇土市放課後児童クラブ施設条例の一部を改正する条例について 

 

宇土市放課後児童クラブ施設条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

 令和４年１１月３０日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

宇土市放課後児童クラブ施設条例の一部を改正する条例 

 宇土市放課後児童クラブ施設条例（平成２２年条例第２号）の一部を次のように改正す

る。 

第２条の表中 

「 

宇土小学校児童クラブ施設 宇土市高柳町１０４番地１ 

」を 

「 

宇土小学校児童クラブ施設 宇土市高柳町１０４番地１ 

宇土小学校第２児童クラブ施設 宇土市高柳町１０４番地１ 

」に改める。 

   附 則 

 この条例は，令和５年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 宇土小学校敷地内に新たに宇土小学校第２児童クラブを創設するため，条例を改正する。 

 これが，この議案を提出する理由である。 
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議案第１０２号 

 

   宇土市水道事業給水条例の一部を改正する条例について 

 

 宇土市水道事業給水条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和４年１１月３０日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

   宇土市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

 宇土市水道事業給水条例（平成１０年条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

 第２６条第２項を削る。 

 第３４条第１項第１号中「３０，０００円」を「５０，０００円」に，「６０，０００円」

を「１００，０００円」に，「９０，０００円」を「１５０，０００円」に，「３００，０

００円」を「５００，０００円」に，「５４０，０００円」を「９００，０００円」に，「１，

０５０，０００円」を「１，７５０，０００円」に，「２，１００，０００円」を「３，５

００，０００円」に，「４，２００，０００円」を「７，０００，０００円」に改める。 

 第３７条の２を次のように改める。 

（債権の放棄） 

第３７条の２ 市長は，次の各号のいずれかに該当するときは，第２６条に規定する料金

に係る債権を放棄することができる。 

 (1) 債務者が死亡し，その債務について限定承認があった場合において，その相続財産

の価額が強制執行をした場合の費用及び他の優先して弁済を受ける債権の金額の合計

額を超えないと見込まれるとき。 

 (2) 破産法（平成１６年法律第７５号），民事再生法（平成１１年法律第２２５号）その

他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。 

 (3) 債務者が生活困窮状態（生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による保

護を受け，又はこれに準ずる状態をいう。）にあり，資力の回復が困難で債務の履行の

見込みがないと認められるとき。 

 (4) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７１条の２又は同令第１７１条

の４第１項若しくは第２項の規定による措置をとったにもかかわらず完全に履行され

ない場合において，債務者が無資力又はこれに近い状態にあり，資力の回復が困難で

債務の履行の見込みがないと認められるとき。 

 (5) 地方自治法施行令第１７１条の５の規定による徴収停止の措置をとった場合にお

いて，当該措置をとった日から３年の期間を経過した後においてもなお債務を履行さ

せることが著しく困難又は不適当であると認められるとき。 

 (6) 債務者が失踪，所在不明その他これらに準ずる事情にあり，徴収の見込みがないと

認められるとき。 

 (7) 料金について消滅時効が完成したとき（債務者が時効の援用をしないと認められる

特別の理由があるときを除く。）。 
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２ 市長は，前項の規定により債権を放棄したときは，これを議会に報告しなければなら

ない。 

   附 則 

 この条例は，次の各号に掲げる区分に応じ，それぞれ当該各号に定める日から施行する。 

 (1) 第３７条の２の改正規定 公布の日 

 (2) 第２６条第２項を削る改正規定及び第３４条第１項第１号の改正規定 令和５年

４月１日 

 

 

提案理由 

 私債権である水道料金等の適正な債権管理を行い，円滑な水道事業運営に資するため条

例を改正する。 

 これが，この議案を提出する理由である。 
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議案第１０３号 

 

   熊本県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の一部変更

について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により，令和５年３月

３１日限りで熊本県市町村総合事務組合から菊池環境保全組合を脱退させ，熊本県市町村

総合事務組合規約（平成１６年９月２９日熊本県指令市町村第１６号）の一部を次のとお

り変更する。 

 

  令和４年１１月３０日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

   熊本県市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約 

 熊本県市町村総合事務組合規約（平成１６年９月２９日熊本県指令市町村第１６号）の

一部を次のように変更する。 

 別表第１及び別表第２中「、菊池環境保全組合」を削る。 

   附 則 

 この規約は，令和５年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 一部事務組合を組織する地方公共団体の数を減少させ，規約を変更しようとするときは，

地方自治法第２９０条の規定により議会の議決を経る必要がある。 

 これが，この議案を提出する理由である。 
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議案第１０４号 

 

   宇土市庁舎建設工事（本体工事）請負契約の変更契約（第２回）の締結について 

 

 令和３年３月２日に議決された宇土市庁舎建設工事（本体工事）請負契約（令和３年１

２月１５日議決により一部変更）の一部を変更したいので，議会の議決を求める。 

 

  令和４年１１月３０日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

   契約金額  変更前 ２，４９５，１３３，９３８円（消費税及び地方消費税相当

額を含む。） 

         変更後 ２，５４８，９４５，４６２円（消費税及び地方消費税相当

額を含む。） 

 

 

提案理由 

 宇土市庁舎建設工事（本体工事）の実施に伴い，設計の一部を変更して実施する必要が

あるので，議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年

条例第６号）第２条の規定により，議会の議決を必要とする。 

 これが，この議案を提出する理由である。 
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議案第１０５号 

 

   宇土市庁舎建設工事（電気設備工事）請負契約の変更契約の締結について 

 

 令和３年３月２日に議決された宇土市庁舎建設工事（電気設備工事）請負契約の一部を

変更したいので，議会の議決を求める。 

 

  令和４年１１月３０日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

   契約金額  変更前 ４７８，５００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を

含む。） 

         変更後 ４７８，９９３，１１７円（消費税及び地方消費税相当額を

含む。） 

 

 

提案理由 

 宇土市庁舎建設工事（電気設備工事）の実施に伴い，設計の一部を変更して実施する必

要があるので，議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３

９年条例第６号）第２条の規定により，議会の議決を必要とする。 

 これが，この議案を提出する理由である。 
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議案第１０６号 

 

   宇土市庁舎建設工事（機械設備工事）請負契約の変更契約（第２回）の締結につい 

   て 

 

 令和３年３月２日に議決された宇土市庁舎建設工事（機械設備工事）請負契約（令和３

年１２月１５日議決により一部変更）の一部を変更したいので，議会の議決を求める。 

 

  令和４年１１月３０日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

   契約金額  変更前 ５７５，３５２，６９８円（消費税及び地方消費税相当額を

含む。） 

         変更後 ５７６，５６４，００７円（消費税及び地方消費税相当額を

含む。） 

 

 

提案理由 

 宇土市庁舎建設工事（機械設備工事）の実施に伴い，設計の一部を変更して実施する必

要があるので，議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３

９年条例第６号）第２条の規定により，議会の議決を必要とする。 

 これが，この議案を提出する理由である。 
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議案第１０７号 

 

   指定管理者の指定について 

 

次のとおり指定管理者を指定する。 

 

令和４年１１月３０日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

１ 管理を行わせる公の施設の名称 

   宇土市社会体育施設（宇土市運動公園，宇土市民体育館，宇土市武道館，宇土市ス

ポーツセンター，立岡総合グラウンド） 

 

２ 指定管理者となる団体の名称 

   ＮＰＯ法人うとスポーツクラブ 

 

３ 指定の期間 

   令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

 

 

提案理由 

 指定管理者を指定するには，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第

６項の規定により議会の議決を経る必要がある。 

 これが，この議案を提出する理由である。 
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議案第１０８号 

 

令和４年度宇土市一般会計補正予算（第８号）について 

 

令和４年度宇土市一般会計補正予算（第８号）を別冊のとおり定める。 

 

令和４年１１月３０日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

 

提案理由 

予算を定めるには，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定によ

り，議会の議決を必要とする。 

これが，この議案を提出する理由である。 

 

 

 

 

 

 

議案第１０９号 

 

令和４年度宇土市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について 

 

令和４年度宇土市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）を別冊のとおり定める。 

 

令和４年１１月３０日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

 

提案理由 

予算を定めるには，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定によ

り，議会の議決を必要とする。 

これが，この議案を提出する理由である。 
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議案第１１０号 

 

令和４年度宇土市水道事業会計補正予算（第３号）について 

 

令和４年度宇土市水道事業会計補正予算（第３号）を別冊のとおり定める。 

 

令和４年１１月３０日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

 

提案理由 

予算を定めるには，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定によ

り，議会の議決を必要とする。 

これが，この議案を提出する理由である。 

 

 

 

 

 

 

議案第１１１号 

 

令和４年度宇土市公共下水道事業会計補正予算（第３号）について 

 

令和４年度宇土市公共下水道事業会計補正予算（第３号）を別冊のとおり定める。 

 

令和４年１１月３０日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

 

提案理由 

予算を定めるには，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定によ

り，議会の議決を必要とする。 

これが，この議案を提出する理由である。 

 

 

 

 

 

 


